
＜バリアフリー住宅改修事業者登録について＞ 

 

 

石川県バリアフリー住宅改修事業者登録の流れは以下のようになっております 

 

 

講習会・考査 

毎年 10 月頃 

合格者 通知 

主任者の登録申請 

主任者登録証交付 

事業者の登録申請 

事業者の登録証交付 

石川県認定 

更新講習会 

毎年 10 月頃 

※3年毎の更新が必要です 
石川県認定 

事業者登録台帳へ記載 

※事業所登録と同時に申請可能 

※問い合わせ先：ＮＰＯ法人バリアフリー総合研究所 

        ０７６－２７５－７４９４ 

        bf.souken@bird.ocn.ne.jp 


